
くらしのなかの 水道・下水道水道・下水道

■防災カメラで路面状況の確認を！
　近年の局地的な豪雨などによる災害に対応するため、市内の主要なインフラ施設に防
災カメラを設置しました。これらの映像は市民をはじめ多くの方に情報を提供するため、
市ホームページ（二次元コード）で公開しています。防災カメラで現在の市内の積雪状
況を確認できますので気象情報とあわせて確認して、安全な外出にご活用ください。

■引っ越しのときは、水道の「開始・中止」のお手続きを！
　引っ越しなどで異動されるときは、水道の使用の「開始」「中止」の届出が必要です。市役所、上
下水道お客様センター窓口ほか、本市ホームページから、スマートフォン・パソコンでかんたんに申
し込みができます。お早めの手続きをお願いします。

インターネットでできる手続き
・上下水道使用の（開始・再開）申込
・上下水道使用（中止・廃止）申込
・使用者名義変更届
・送付先変更届

▲水道関連の届
出・手続き（市
ホームページ）

　申込・届出は、水道の使用を開始・中止する日の３日前までに手続きをお願いします。
※開始・中止日が休日、祝日、年末年始の場合は次の平日に作業となる場合があります。

■冬の冷え込みによる水道管の凍結にご注意を！
　気温が氷点下（－4℃）まで下がると、水道管が凍結・破裂し、水が出なくなったり修理に費用が
かかるおそれがあります。破裂してしまったとき、応急的に水を止める方法を確認しましょう。

▲水抜栓

水抜栓で止水できます。
ご自宅の水抜栓の場所
を確認しましょう（電
動のものもあります）。

▲メーターボックス

メーターボックス内で
も止水できます。
※�止水栓がないことも

あります。

　水道の凍結防止や修理に関することは、白石市指定給水装置工事事業者（指定 
業者）に作業を依頼しましょう（費用はお客様負担となります）。
※指定給水装置工事事業者一覧は市のホームページをご覧ください。

　２カ月に１回、水道と下水道のしくみや事業についてお知らせしています。今回は引っ越しの際の
水道の手続きについてご紹介します。
� ㉄上下水道事業所　☎25-5522

▲上下水道事業所ホー
ムページ（防災カメラ）

▲指定給水装置
工事事業者一覧

忘れずに手続き
しよう！簡単に

できた！
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